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漁船法と鹿児島螺下に於ける木造船
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今日我国の漁船が隻数に於てはた叉屯数に於て戦前の水準迄回復されたとは云え之逓質

的面より見る時は尚残された問題が多い。漁業経管は漁船の新旧叉はその性能の優劣によ
■oか凸

って大きく左右され，殊に漁区制限下の日本に於て狭い漁場に多数の漁船が操業を競えば

当然漁船一隻当りの漁獲生産量は減り漁業者と漁業の発展にとり重大な問題を提供する事

になる。殊に性能劣悪な船に於ては事それが乗組員の生命安全に関典する人道的問題左は

らむに於てをやである。この秋我等国民にとり待望の漁船法は施行せられ，造船業者に対

し一大警鐘が打鳴らされることになった。由来鋼造船界に於ては多くの先達が斯業発展の

鴬にあらゆる見地から企業の合理化，技術の向上に検討と賢察を加えて居られるが，未だ

木造紹界殊に地方のそれに対しては殆んどそのことの多くある淀知らない。筆者ほとムに

問題を我が鹿児島嬬に於ける木造船の分野に限って漁略法施行に基づく業界の新なる情勢

を検討し勝来への斯業発展のための反省費料たらしめんとするものである。

漁船法施行前に於ける際下木造船の実態

’・生産量より見たる嬬木造船の国内的地位今日我国IF於て海洋漁業に従事する漁

船の中木船が殆んど８５％以上を占め，組噸数２００以上は僅少で100噸末流が厘倒的に多

い事実から，中小企業たる際下木造船業者にとって漁業と木造船の問題は誠に密接不可分

の関係にあると云えよう。試みに我が鹿児島聯に於ける船質別勢力を調べて見よう。

この中船嬢１０年以上に及ぶものが４割以上左占める現状と戦前戦後の多量生産方式建

造に基いた性能劣悪な漁船並びに機関があることを思えば漁業生産の安全性と操業能率の

適性に及ぼす大き港影響は無覗出来ない。

２．嬬下木造船所の立地降件電力並に用水の不便なこと，更に協力工場が隣接地

にないと云ふ欠点を除いて老へれば，本嬬北薩の薩摩郡日置郡，出水郡に於て主たる造

船用材たる松杉を豊富に産出し而も材;極めて良好で木目織密木肌かたく耐・久力叉優れてゐ

るとと，且本厩は地形上海岸線広く天然の良港たる山川を始めとし，鹿児島，串木野の如
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き人工的良港も少芯<意い。従って木造船に関する限り接岸繕装其の他にも何等支障左感
p ｌ 、

じないこと，更に其の上本際に於ては他に大きな生産工業を見芯いため労務者の供給源に

就ては嬬外出稼を見る程過剰であり,，木造船工の獲得に就ては極めて容易であること等’

概括しでも鱗下木遣総界の発展性は本質的…しも悲観州で厳く寧ろ織嘩岬能性
も充分老へられよう。唯憾むら<は資本関係に支配されて工場設計の際その立地係件還

Ｉ‐

全面的に活用し得ず，従って一貫性ある閏E置を~なし得なかったことであるが，経管の合理

化と共に追友との点も解決されることにならう。

３.建造木船の一般的な型歴史の示す如く本職に於ても古い時代の木造船は大和

型無甲板小船であったが明治の初期外国より純西洋型船建造の方式が輸入されるに及び造１.

船型式にも大きな変化を生じた。然るにこの新しい純西洋型は和船に比較し船体の重量大
鹿鮎~

､,.●面７

にして速力を得るに難く叉船の腹部円形なるため動揺激し､く漁携に不便を感1i:而も建造に

も困難なるため和船の形状と共に西洋型船の職造方法をとれる所謂和洋折衷型が泰坤今
Ｉ△'つ１

日尚業界Zr畠風びしてゐる。この式は船側部の角型なるため其の部の強度不足しそのため明
p局ﾛ－■.F･

治４５年頃よ｣,此の部に外部轡曲部縦迩材という特に弧大なる縦迩材を挿入楠弧するまう０１

１・

に芯つた。延細，刺網何れの漁業にしても今日Ｉ孫内漁船の殆んどがすべてこの型に属して
．‐享

ゐる。もとより漁船の建造に就ては船舶安全法による木船織造規程，漁船特殊規､U汁漁船

特殊規程等に基いて構造，寸法＆設備基準が定められているが永い永い伝統と慣習に影響

されて船匠も名人気質であり出来上りの船も亦美術工芸品の域を脱しきれぬものが多く其

のため造船所に依り出来不出来の別が余りにも歴然としてゐた。其の点全国的に見て後進

の静岡焼津に学ぶべき所が多い。
弓,

漁船法による木造紹業'性格の変貌

漁船法第一膝に依れば｢漁船の建造を調整し漁船の登録及び検査に関する制度在確立し

且つ漁船に関する試験を行いもって漁船の性能の向上を図り，併せて漁業生産力の合理的

発展に資することな目的とする」とある。本法は未だ法律的には依頼樵査の域を脱せず叉

長15ｍ以上の動力漁船のみが一応従来の登簿船に代る訳であるが本法公布の趣旨よりみ

てその適用は漁船全般に亘るべきが至当であり事実その方向に客観的情勢も伸展してゐる

ようである。既に緒論に述べた如く永い伝統と慣習の中に生きて来た嬬下木造船も亦優勝

劣敗，適者生存の大原則に従はいばならなく芯つた。もとより長い虹間に亙る努力と寂鐙

め中に塔はれた経験は無覗すべく余りに貴重であり胎来への発展の基礎として厳然たる地

位通占めることは疑うべくもない。だがこの貴重な経駿に配するに深遠なる学理を以てし

両者混然一体となった所に新しい木造船業者の運命は展かれてゐる。法に’依れば理論の展
開に就ては漁招に関する検森と試験が二大支柱となって前進され特にこの中漁船に関する
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‘試験に就ては水産庁内に漁船研究室が設けられ漁船の操業上の特性遼考慮せる脈舶理論の

展開に努められる筈で，相関連して造船所側として'も当然技術の向上と経営の合理化への

推力を得る訳である。幸はい本嬬に於ては先に本法施行前にソ連船，沖細船の如き外国発

註の極めて厳正な構造規則に従う困難ではあったが貴重な試練にも無事耐え得た訳で，既

に耕せる素地は十二分に立証せられている以上，如何にして再建への道を切り開いて行く

べきであろうか。

厩下木造船業再建の基本方策

１．造船所のあり方再建の方策左論ずるならば先づ第一に流通資金の問題を取り

上げ次で企業整備問題淀取り上ぐべきであらう。政治の貧困とは云え今日綴ての国内中小

･企業が端いでいる如く木造船界に於てもこの問題は未解決の最大の憎みである｡･だが筆者

にはその面に於ける専門的知識を欠くので鼓では鯛れないで専ら技術的面よりこの問題を

考察することにしよう。

単位の統一現在木造船に於ける使用単位はすべて尺貫法に基づいて居りｊ従って

新しい世'代との結びつきが困難で極めて非能率的である。このことは軍に局部的な問題で

なく日本全国共通の祇会的政治的問題であらう。若い人だの設計に芯る計算はすべてメー

ター単位であるため之を造船所にて一友尺貫法に換算し直して仕事にか上っている現状で

ある。勿論之は造船所のみで解決されるべき問題ではないが一日も早くこうした二重の手

間を要しない時代が来るように努力すべきではなかろうか。

、現図の尊重造船所に於て現図の占める地位は更に現在より一層高く評慣さるぺきで

ある。今日嬬内造船所に於てもま上優秀な現図揚をもつ所もあるが多くは行き当りぱった

り当座間に合せのものが多くそのためどうしても設備がおろそかに芯る。露天式の現図揚

の如きは論を要せぬが其の他の場合でも正式の設備をもつ所は極めて少底い。現図関係の

器具にしても不充分且つ狂ひの多いものも往糞にしてある。木材工業の特性から幾ら厳正

にやっても結局は狂いが大きく出るからそんなに凡'脹面にやら准くてもよいという考え方

があるかも知れないがそれなればこそ１ｍｍ左誤りなく引くことが正しい現図のあり方

であり木造船の科学性もそれによってのみ保証されるであらう。

一貫作業の保持今日多くの造船所に於て現図，型取り，木取り，組立，取付迄の一

貫性が保持されてゐない。従って設計に於て如何程苦心しても結局出来上りは設計のそれ

と相当のずれを見せてゐる。特に斜肋骨の如きが甚しい。之は換言すれば現場と設計課と

の連調の問題でもある。之に対して筆者は二つの解決案をもつ。即ち第一に捻査工制度産

設け各工程間の連関を計ること、不合格品にはどしどし指示左典えて更正させる。このた

めには当初どうしても採算を度外頑しなければならないが，永い目で見た場合結局造船所
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に大き芯利益をもたらしはしないか。銘二にブロック作業を管ませ例えば肋骨組は最初の

現図から最後の取付迄一伍に於て責任をもたせるととうとの方法は当事者がよく理解し判

断して仕事が進められ誤差も最も少いと思われるが横の連繋の困難という複雑な問題を惹

起する。筆者としては現在の段階では第一案が最も容易であり可能な方法と考える。

造船工の再教育造船所に於ては当面の責任者たる棟梁の方糞には有能薩人が多いが

その配下の工員には殆んど基礎のwない人がありそしてそのため多くのミスが生じている。

中央当りより適当な講師を招へいして船匠の再教育講習を計ることも亦重要な事であろ

う。待I庭最近の若い工員の人達には数学的力学的素養の欠陥が感ぜられる°

可能性ある工事予定表の確立之叉造船所のみで解決せらるぺき問題ではないが，少

くとも造船に於てはもつと科学的正しい統計資料の下，建造予定表，材料準備,図面準備,、

概括工事の予定表など左定めるべきである。勿論現況に於てはこの仕事の特性上天候其の

他に左右され予定の進まぬことは考えられるが然し現在のそれは余りにも実際との懸隔が

甚だしいようである。

重量測定の施行木造船の科学化は先づ計量からと云うのが筆者の主張である。部分

的には重量計測の行われている所もあるが大部分は手をつけられてい芯いのが実情だ，多

少の面倒はあっても一汽細かに重量測定をやることが結局は大きなプラス達造船所に輿え

よう。

労務管理現在新船工事と修繕船工事とによって工員の人糞の気乗りが違うのは問題

である。勿論それは修繕船の方が一日に就き平均７０円程手当が割高であるというよう涯‘

問題と微妙にからむこととは思うがそのため工事が円滑に運ばないことになれば経誉者側

としても一考淀要すべきではなかろうか。

ｚ２．関係諸工業の発達とその連携ljl束造船工業は一国の文化のバロメータと云わ・

れ綜合工業製品の結集である。然るに前に鯛れた如く本嬬に於ける諸工業の発達は木造船

のそjlfしと同じく未だしと云えよう。エンヂンにしても鉄工金物関係にしても部分的に取り

上げれば優秀な技術をもつ所なきにしも非歩であるが製品の信頼性，安全:性に於て今尚他

聯に一ちゅうをゆするは蓬だ遺憾とせられ胆ぱならぬ。この点造船業者としてもよく提携

して相互の技術向上と改善に努力すべきであらう。

３．造船所と船主先にも述べし如く造船所側計画の浮動性は一一輝は発註船主側の

責に負はさるべき所大である。仮に船主が自己所有船をすべて漁船深険に契約しておけば

代船建造の際資金にもさほど困らぬ訳であるが，今の所艦来の漁獲に依る牧入をあてこみ

借入資金で建造契約が蔵されてゐるためどうしても賓金面に難点があり工事進展上相互に

窮境に追い込ま＃してゐる。他の管業と異なり斯業に就ては相当の運転資金の予備を要し，

円
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而もそれなしでは正常逆転不可能である。このことは船主側としても十分の同情と理解を

桃って欲しいものである。次に建造漁船に対する性能批判に就てはどうしても船主側沖合

出動者の輿論が必要であり，そjれ,に依ってのみ漁船の性能逐次改善は期待し得られる。自

己保有の船体性能の長所，短所を大小となく造船所に知らしめることがやがては木造船の

進歩に寄典しひいては船主側としても次期建造船に就てより優秀なる船を求めることが出

来ることになる。更に新船発註の際船主側より造船所側へ出さjILる註文内容にもつと具体

的な科学性在もたせることである。今日「キール何尺の鮪船型」というような大まかな線

で契約がなされるが「総噸数，速力，乗組人員数，漁種」など細部に亙った船主側の希望

は確かに造船所側に良い勉狸の機会と典えるに違いない。以上健全なる木造船発達のため

には特に造船所と船主側との緊密なる連絡が望まれる。

結 論

木造船の歴史は鋼船のそれより遥かに先位にありながら今日尚多くの未解決問題を山積

してゐるととはもとより使用材料たる木材の材料力学的性質の不分明の故もあるとは云

え，関係業者の間の連携と努力，研究と工夫が足り怠かったことは否むぺきもなからう。

而も研究は必ずしも大学に於ける水槽模型試鹸のみが万能ではない。現に各造船所に於て

は月々何隻となく大学のそれに数倍する費用を以て貴重なる実船試験を行ってゐる。賃理

の多くは大学の水槽よりも寧ろ個々造船所の船台にあると迄極言し得よう。関係業者が今

回漁船法施行髭期として自から漁船法に則り更に本法を超越して新しい研究の分野を啓か

れんことを所念して止まない。

Ｒｅｓｕｍも

Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｆｉｎｄｏｕｔｔｈｅｗａｙｓｏｆｒｅｃｏｎstructionofwoodenshipbuilding

undertheFishingVesselLaw,｡theauthorinvestigatedthepresentconditions

ofthewoodenshipyardsinKagoshimaPrefecture，researchingtheimportant

problemsfromtechnicalpointofViews．
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